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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏両側に金属層を有する基板の両面に感光レジスト層を形成し、表側と裏側との間で
パターンの位置を整合させて露光する両面露光方法において、
　ドット付のマーキングシールを作成し、
　該基板に設けられた２個所以上の貫通孔の上に該ドット付のマーキングシールを貼るこ
とを特徴とする両面露光方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、２次元光変調器を用いた金属マスクの製造やプリント基板の両側金属層のパタ
ーニングに好適な両面露光方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の表裏両側に金属層を有する基板の両面に感光レジスト層を形成し、表側と裏側との
間でパターンの位置を整合させて露光する両面露光方法においては、所定のパターンを持
つ２枚のマスクを用いて、マスクの中に形成した基準マークを合わせて、表側と裏側のパ
ターンの整合させている（例えば、特許文献１参照。）。
しかし、近年開発されている液晶パネルやＤＭＤ（デジタル・マイクロミラー・デバイス
）などの２次元光変調器を用いて電気的にマスクパターンを発生させる露光装置において
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は（例えば、特許文献２参照。）、マスクの中に基準マークを設けることができないため
、基板の表側と裏側で露光パターンを整合させることが困難であった。
【０００３】
【特許文献１】
特開平９－１７７１０号公報
【特許文献２】
特開２０００－４０６６０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
２次元光変調器を用いて電気的にマスクパターンを発生させる露光装置においては、自在
にマスクパターンを変更又は移動することができる反面、その露光パターンどうしの整合
を取る場合の基準をどのようにするかという点で問題があった。特に、半導体露光に用い
られる金属マスクやプリント基板の配線パターンを作製する場合には、表側と裏側の露光
パターンを高精度に整合させなければならない。
【０００５】
図３は、金属マスクを作製するための露光の例を示す。１は金属マスクの基板として用い
られる銅板（厚さ50μｍ程度）、２は表側に張られた感光レジストフィルム、３は裏側に
張られた感光レジストフィルム、４は露光後の表側感光部、５は露光後の裏側感光部、２
０、２１は銅板の貫通孔（直径10ｍｍ程度）である。ここで、貫通孔２０、２１は工程中
でハンドリングに用いられるものである。まず、図中に示したように、この貫通孔２０の
中心を基準点としそれからの距離Ｒと、貫通孔２０と貫通孔２１の中心を結ぶ直線からの
角度θを用いて表側と裏側の露光パターンを整合させることが考えられる。しかしながら
、これら貫通孔２０、２１は工程の途中でのハンドリングに用いられるため、図４に拡大
したように周辺部が変形しており、表側と裏側とで非対称になるため不正確な基準点とな
る。
【０００６】
そこで、本発明においては、２次元光変調器を用いて電気的にマスクパターンを発生させ
る露光装置において、表側と裏側で露光パターンを正確に整合できる方法を提供すること
にある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の表裏両側に金属層を有する基板の両面に感光レジスト層を形成し、表側と裏側と
の間でパターンの位置を整合させて露光する両面露光方法において、該基板に設けられた
２個所以上の貫通孔の上にドット付のマーキングシールを貼ることを特徴とする。
【０００８】
加工するべき基板の２個所以上の貫通孔の上にドット付のマーキングシールを設けたので
、表側と裏側との間でのパターン位置整合の問題を解決できる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図面を使って本発明の実施の形態を説明する。
図１は本発明に係る露光方法を示す。本例は、金属マスクを作製するための露光の例を示
す。１は金属マスクとして用いられる銅板（厚さ50μｍ程度）、２は表側に張られた感光
レジストフィルム、３は裏側に張られた感光レジストフィルム、４は露光後の表側感光部
、５は露光後の裏側感光部、２０、２１は銅板の貫通孔（直径10ｍｍ程度）、１０は本発
明の特徴であるドット付マーキングシール、１１はそのシールに設けられたシールの両側
から見えるドットである。このように、ドット付マーキングシール１０を貫通孔２０、及
び貫通孔２１の上に貼り、そのドット１１を基準にして表側と裏側の露光パターンの基準
とすれば、正確に整合させることができる。
【００１０】
表側と裏側での整合性をさらに正確に割り出すためには、ドット付マーキングシール１０
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【００１１】
ここで、ドット付マーキングシール１０は、表と裏からドット１１が光学的に見えれば良
いので、透明粘着テープ又は透明な板にドット１１を書き込んだものでも良いし、不透明
な材料に金属棒等をドット１１になるように埋め込んでスライスした板を用いても良い。
【００１２】
また、ドット付マーキングシール１０は、表側と裏側の露光パターンが相対的に整合すれ
ば良いので、ドット１１が貫通孔２０、２１の中心に合っていなくとも良い。
【００１３】
また、ドット付マーキングシール１０を片側に貼ることによって生じる段差によって、表
側を上に向けてステージに置いたとき、ひっくり返して裏側にしたときで高さの差が問題
となるときは、同じ厚さで、透明な材料又はドット１１より大きい穴をあけ、ドットの観
測を妨げないようにしたシールを反対側に貼り付けて調節すると良い。
【００１４】
本例においては、感光レジストフィルムの場合を示したが、感光レジスト液を塗布した場
合でも、貫通孔２０、２１が塞がって光が透過できなくなることはないので、全く同様に
本発明の両面露光方法を用いることができる。
【００１５】
また、本例においては、金属マスクの製造に関して示したが、絶縁材料の両側に金属層を
持つプリント基板に配線パターンを形成する場合にも、貫通孔２０、２１を設けて、表側
と裏側の配線パターンを整合させる場合にも使用することができる。
【００１６】
【発明の効果】
本発明においては、２次元光変調器を用いた露光装置で両面露光する場合に、表側と裏側
での露光パターンを正確に整合させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る露光方法を示す
【図２】本発明に係るドット付マーキングシールを示す
【図３】従来の露光方法を示す
【図４】貫通孔の拡大図
【符号の説明】
１・・・基板
２・・・表側レジストフィルム
３・・・裏側レジストフィルム
４・・・表側感光部
５・・・裏側感光部
１０・・・ドット付マーキングシール
１１・・・ドット
２０、２１・・・貫通孔
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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